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監査の結果について（公表） 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１９９条第４項の規定に基づく監査を平塚市監査

基準（令和２年４月１日施行。以下、「基準」という。）に準拠して実施したので、同条第９項

の規定によりその結果に関する報告を次のとおり公表します。 

 

記 

 

１ 監査の種類及び対象部課 

下記の監査対象課の所管に属する令和２年度の財務監査 

総務部     契約検査課、庁舎管理課 

産業振興部   農水産課 

   会計課 

 

２ 監査の実施期間 

令和２年１１月１１日から１２月２３日まで 

 

３ 監査の方法及び監査項目 

基準第２条第１項第１号に基づき、財務に関する事務の執行が法令に適合し、正確で、最

少の経費で最大の効果を挙げるようにし、その組織及び運営の合理化に努めているかを主眼

として、監査対象を抽出し、書面調査等を実施するとともに、関係職員に説明を求めた。 

 

  監査項目 

（１）事務事業及び管理運営事項 

（２）収入事務 

（３）支出事務 

契約事務、補助金等の事務 

（４）財産の管理事務 

（５）庶務その他事務 

 

４ 監査の結果 

  基準に準拠して監査した限りにおいての結果は次のとおりである。 

 



総務部 

（１）契約検査課 

ア 財務に関する事務の執行については、適正に行われていると認められた。 

イ 備品の管理事務については、良好であると認められた。 

      

（２）庁舎管理課 

ア 財務に関する事務の執行については、適正に行われていると認められた。 

イ 財産の管理事務については、次のとおりである。 

     ・備品の管理事務については、良好であると認められた。 

     ・土地、建物の管理状況については、次の表のとおりである。 

施設名 監査結果 

松原分庁舎 良好に管理されていた。 

 

 産業振興部 

 （１）農水産課 

ア 財務に関する事務の執行について、次の指摘事項については適切に対処されたい。 

 〇 指摘事項 

    収入事務において、行政財産使用料の納入通知書の未送付や、漁港区域占用料

の納入通知書の送付遅延が多数見受けられた。また、繰り越した国庫支出金にお

いて、調定伝票の起票漏れがあった。 

収入事務については、前回監査時に指摘を受け、事務処理チェックシートを見

直すとともに、課長や担当長によるチェックの徹底など、再発防止に取り組んだ

にもかかわらず、不適切な取扱いが再度生じたことは誠に遺憾である。 

監査においては、対象課から事務引継ぎの状況等について説明されたが、人事

異動などの場においては、十分な引継時間が確保できないこともあるので、分か

りやすく確実な事務処理を確保するためにマニュアルを総点検するなど、平塚市

財務規則等に則り講じた措置を、確実かつ適正に遵守する組織風土を構築された

い。 

イ 財産の管理事務については、次のとおりである。 

     ・備品の管理事務については、良好であると認められた。 

     ・土地、建物の管理状況については、次の表のとおりである。 

施設名 監査結果 

水産物地方卸売市場（平塚魚市場） 良好に管理されていた。 

平塚漁港 良好に管理されていた。 

平塚漁港駐車場 良好に管理されていた。 

 

会計課 

ア 財務に関する事務の執行については、適正に行われていると認められた。 

イ 備品の管理事務については、良好であると認められた。 

 

以 上  


